
横浜市生活環境の保全等に関する条例・施行規則対照表（抜粋） 

 

条例 施行規則 

 

第３節 再生可能エネルギーの導入 

（再生可能エネルギーの導入の検討及び報告） 

第 146 条の２ 規則で定める建築物の建築をし

ようとする者は、再生可能エネルギー（太陽

光、太陽熱その他規則で定めるエネルギーを

いう。以下同じ。）の導入を検討し、規則で定

めるところにより、その検討の結果を市長に

報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 再生可能エネルギーの導入 

（再生可能エネルギーの導入の検討及び報告） 

第90条の２ 条例第146条の２に規定する規則

で定める建築物は、床面積（増築又は改築の

場合にあっては、当該増築又は改築に係る部

分の床面積）の合計が 2,000 平方メートル以

上である建築物（建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第 18 条第３号に規定

する建築物を除く。）とする。 

２ 条例第 146 条の２に規定する規則で定める

エネルギーは、風力、水力、地熱、バイオマ

ス（動植物に由来する有機物であってエネル

ギー源として利用することができるもの（原

油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並び

にこれらから製造される製品（以下「化石燃

料等」という。）を除く。）をいう。）を熱源と

する熱その他化石燃料等を熱源とする熱以外

のエネルギー（原子力を除く。）とする。 

３ 条例第 146 条の２の規定による報告は、当

該建築物について建築基準法第６条第１項若

しくは第６条の２第１項に規定する確認の申

請又は同法第 18 条第２項に規定する計画の

通知をする予定の日の 21 日前までに行うも

のとする。 

 


